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観光戦略課令和５年度観光文化スポーツ部関係の組織再編について

１ 観光地の育成及び誘客対策の強化

①観光戦略課

観光ＤＭＰの活用による各種データの分析及びこれに

基づく施策の検討から観光業・宿泊業へのハード・ソフ

トの支援、新たな旅行スタイルに対応した受入態勢の整

備等を一貫して行ない、アフターコロナに対応する観光

地づくり・事業者育成を推進するため、観光戦略課に

「観光地域マネジメント推進チーム」を設置する。

②誘客推進課

観光戦略課観光地域マネジメント推進チームが収集・

分析したデータ等に基づいた効果的なプロモーション、

本格的な需要の回復が見込まれるインバウンド誘客等を

強力に推進するため、観光振興課を「誘客推進課」に改

組する。

２ 文化芸術活動の更なる振興

読書活動と文芸活動の推進を一体的に行い、県民の文

化芸術活動のさらなる振興を図るため、総合政策課が所

掌する読書活動推進業務を文化振興課に移管し、新たに

「読書活動・文化芸術推進チーム」を設置する。

観光文化スポーツ部

組織体制
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北東北三県名古屋合同事務所の移転について

観光戦略課

１ 目 的

青森県及び岩手県と共同で設置・運営する北東北三県名古屋合同事務所について、現在入居中の久屋中日ビルの賃貸借

契約期間が令和６年１２月までとなっており、契約期間の満了までに移転する必要があることから、令和６年春に開業予

定の「新中日ビル」に移転する。

２ 名古屋合同事務所について

・経 緯 平成１５年 ４月：三県知事サミットの合意により、北東北三県名古屋合同事務所を旧中日ビルに設置

平成３０年１２月：旧中日ビルの建て替えにより、久屋中日ビルに仮移転

・所在地 名古屋市中区栄４－１６－３６ 久屋中日ビル３階

・面 積 １８３．５㎡（５５．５１坪）

・賃 料 １０，９９２千円（１県当たり３，６６４千円）※共益費含む

・職員数 秋田県２名、青森県２名、岩手県２名 計６名

※非常勤職員（観光相談員）３名

３ 移転先（新中日ビル）について

 ・所在地 名古屋市中区栄４－１－１ 新中日ビル５階

  ・面 積 １４６．６０㎡（４３．４４坪）

 ・賃 料 ９，１１８千円（１県当たり３，０４０千円）※共益費含む

 ・敷 金 ４，７３５千円（１県当たり１，５７９千円）※賃料１０か月分

 

提供

中部日本ビルディング(株)

新中日ビルの外観（完成イメージ）
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４ 移転に係る経費（三県共通経費） １０，７８３千円（１県当たり３，５９５千円）

内訳 ・内装管理費、開業販促費 ３，７９２千円

・内装工事費 ３，３４２千円

・引越作業費 ２，３０９千円

 ・備品購入費 ９８７千円

・その他 ３５３千円

５ 移転スケジュール
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新中日ビル 外観

移転予定区画

提供：中部日本ビルディング(株)

｜ 新中日ビル ／ フロア平面図（案）
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文化振興課

・第１章　第３期あきた文化振興ビジョンの策定について
　　　　　ビジョン策定の趣旨、位置付け、期間、対象とする文化の範囲
・第２章　本県の文化芸術を取り巻く状況
　　　　　法律の制定、人口減少と高齢化の進行、デジタル化の進展と感染症の流行、
　　　　　訪日外国人の増加、新秋田元気創造プランの策定、あきた芸術劇場ミルハス
　　　　　の開館
・第３章　第２期ビジョンにおける成果と課題
　　　　　主な成果、課題及び今後の目指す方向　
・第４章　基本目標と基本方針
　　　　　基本目標、基本目標の考え方、基本方針、成果指標、進行管理
・第５章　具体的な施策の展開
　　　　　ビジョンの全体構成、基本方針Ａ～Ｄ、ビジョンの推進体制

（１）文化芸術を鑑賞している人の割合
　　　７７.０％（H25） →　６０.０％（R7）
（２）文化芸術活動を行っている人の割合
　　　３４.４％（H25）→　４０.０％（R7）

「第3期あきた文化振興ビジョン（案）」について

１　ビジョンの構成 ２　策定経過

３　基本目標

全体指標

　３月　ビジョン周知　　　4月　ビジョン推進期間スタート

６　今後のスケジュール

施策１：多様な人々の文化芸術活動への参加機会の確保と活動の活発化
施策２：県民が文化芸術に親しむ機会の充実
施策３：公立文化施設の利用促進
施策４：文化活動の顕彰等による創作活動の増進

施策１：学校における文化芸術活動・体験の充実
施策２：文化芸術を担う人材の育成・活動支援と発表の場の確保

施策１：文化芸術による交流人口・関係人口の拡大
施策２：文化情報の多様な発信と他分野との連携

施策１：民俗芸能の継承支援
施策２：文化財の保存、伝統文化などの継承と積極的な活用　
施策３：文化創造に向けた取組への支援

　県民が文化芸術に親しみ、文化芸術の力で秋田の元気を創造する

５　成果指標４　基本方針

基本方針Ａ
　ミルハスで開催される大規模イベント・興行数
　　　  　－　（R1） →　 ４２件（R7）
基本方針Ｂ
　若者の文化活動を支援する事業への申請数
　　　  １３件（R1） →　 １９件（R7）
基本方針Ｃ
　国・県指定等文化財の件数
　　　７７０件（R1） → ７９４件（R7）
基本方針Ｄ
（１）文化事業への来場者数
　　　４５０,４４５人（R1）→　４５５,０００人（R7)
（２）県文化情報発信サイト｢ブンカＤＥゲンキ｣の
　　　ページビュー（PV）数
　　　１０８,８１６PV（R1）→　１２８,４８０PV（R7)

基本方針の指標

※平成25年度の実績
値は、当該年度に県
が実施した「文化振
興に関する県民意識
調査」から引用した
もので、コロナ禍前
における当該指標の
直近の数値。

※下線、朱書き部分が前回か
らの主な変更点

Ａ　あきた芸術劇場ミルハスを核とした文化活動の活発化と鑑賞機会の充実

Ｂ　次代を担う後継者や若手アーティストの育成と活動支援

Ｃ　文化の継承と発展、創造

Ｄ　地域の文化資源を活かした交流人口・関係人口の拡大

時　期 概　要

令和４年７月 庁内関係担当課への取組照会

７月２１日～８月９日 第１回　秋田県文化芸術推進協議会（書面）

８月２５日 第２回　秋田県文化芸術推進協議会

９月 県議会（９月議会）骨子案の報告

１０月１１日 第３回　秋田県文化芸術推進協議会

１１月１７日 第４回　秋田県文化芸術推進協議会

１２月 県議会（１２月議会）素案の報告

１２月～１月 パブリックコメントの実施
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新県立体育館整備基本計画検討委員会について

スポーツ振興課

１ 概 要

令和１０年秋の開館を目指す新県立体育館の整備に係

る基本計画を策定するため、学識経験者やスポーツ関係

者等で構成する検討委員会を設置し、機能・規模等につい

て検討を行う。

２ 委 員

・検討委員：学識経験者、競技団体、中体連、高体連、

商工団体等 １２名

・任 期：令和５年１月２０日～基本計画策定日

３ 主な検討事項

施設の基本的な方向性、機能・規模、建設候補地、整備

手法、事業費、運営管理方法 等

４ 第１回検討委員会の主な意見

（１）基本的な方向性

・競技を行う子供達にとって憧れの施設であるべき

・県民が利用しやすい体育館として、コンサートよ

りスポーツを優先すべき

・観る側の視点に配慮した施設とすべき

・障害者が利用しやすい施設であるべき

（２）機能・規模

・全国大会等を支障なく運営できるよう、十分な

諸室（控室、会議室等）を備えるべき

・財政負担に考慮すべき

・観客席を抑え、ＶＲ（※）観戦を可能にする最先

端の通信環境を整備すべき

※ Virtual Realityの略で、仮想現実

・できるだけ観客席を増やすべき

・トレーニング機能のデジタル化を進めるべき

（３）建設候補地

・交通や賑わいづくり等の観点から県立中央公園

よりも八橋運動公園が望ましい

・八橋運動公園となる場合は、駐車場を含む交通

対策が課題となる

⇒ 優先的に検討する建設候補地として八橋運動

公園を選定 ※６月までに機能・規模、建設候

補地（場所）等を決定し議会に報告
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５ 今後の進め方

令和５年１月２７日時点

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回
第６回

（第７回）
第７回

（第８回）

1月27日 3月23日 ４月 ５月 ６月 ７～８月 ８月

1 基本方針

2 機能・規模

3 建設候補地（場所）

4 事業手法

5 事業費

6 事業スケジュール

7 運営管理

8 その他

（注） 検討状況に応じて検討事項の追加や検討時期の変更等を行っていく

検討事項
６月

県議会
９月

県議会

意
見
交
換

中
間
報
告

基
本
計
画

（
案

）
報
告

基
本
計
画
（
案
）
取
り
ま
と
め
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第７９回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会の開催について
スポーツ振興課

１ 経 緯
先月２０日 （公財）日本スポーツ協会関係者などが県庁を訪れ、知事に対し、令和７年２月の第７９回国民スポーツ、

大会冬季大会スキー競技会を鹿角市花輪スキー場で開催することについて要請があった。

２ 要請の背景
国体は、開催年の３年前までに開催地を決定することとなっているが、冬季大会スキー競技会については、開催地が限

られることや、施設の老朽化などにより、開催地調整が難航している。
こうした中、施設が整っており、全競技が１か所で開催できる効率性、運営ノウハウを有している本県に要請があった

ものである。

３ 開催の効果
・トップレベルの競技を間近で見ることによる県内ジュニア選手の競技力向上
・交流人口の拡大に伴う地域経済の活性化
・全国に対する本県の魅力の発信

４ 今後の対応
鹿角市や（公財）秋田県スポーツ協会、県スキー連盟など関係機関と協議を行っ

た上で、令和５年３月中旬を目途に対応方針を決定する。 鹿角市花輪スキー場

【参考】
○国民体育大会冬季大会スキー競技会の概要（令和６年の大会から「国民スポーツ大会」へ名称変更となる ）。

・主 催： 公財）日本スポーツ協会、文部科学省、開催県 （公財）全日本スキー連盟、開催市町村（ 、
・会 期：２月中旬～下旬（４日間）
・競 技：①アルペン競技：ジャイアントスラローム

②ノルディック競技：スペシャルジャンプ、コンバインド、クロスカントリー

○第７７回大会（令和４年「美の国あきた鹿角国体２０２２ ）開催実績」
・運 営 費 １３１，５００千円 内訳 国補助金等 ７５，６６３千円

県負担額 ４９，０８３千円
通常分 １３，５０５千円
コロナ追加対策 ３５，５７８千円

鹿 角 市 ６，７５４千円
・鹿角トレーニングセンター選手控え室改修事業 １１９，００２千円
・大 会 参 加 者 約１，８００人（役員、監督、選手等）
・経済波及効果 約２１１，８２０千円（※鹿角市試算）
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